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発見者は火災報知器を鳴らすとともに 

火災の発生を周囲に知らせ、職員室へ 

の通報を近くの職員に依頼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

避難時の対応 
・最も安全な避難経路で子どもを避難場所へ誘導する 

                ・生徒に避難経路及び避難場所を大声（放送）で指示する 

                   ・生徒を落ち着かせ、指示に基づき整然と避難する（階段は1列で移動） 

                                ・身を低くし、ハンカチを口に当てさせる 

                   ・配慮を要する生徒の避難をサポートする 

                   避難場所での対応 

・整列させて名簿により人員確認。担任→学年主任→管理職の順で報告。 

逃げ遅れた者けが人等がいないか確認する。 

火災発生 

発見者 

火災報知機 

状況把握と確認 

火災発生場所の確認 

報
告 

放送で指示 

「ただいま、火災報知器が感知しました。確認中です。

生徒は落ち着いて次の指示を待って下さい。」 

火災確認 

誤報 

放送で指示 

「先程の火災警報は誤作動でした。」 

避難誘導 

放送で指示 

「ただいま校内で火災が発生しました。発生場所は○階 

 ○○教室です。 繰り返します。ただいま校内で火災が 

発生しました。発生場所は○階 ○○教室です。 

生徒は落ち着いて校庭に避難して下さい。生徒は落ち着い

て校庭に避難して下さい。先生方は窓を閉め、生徒を誘導

して下さい。」 

通報 

火災です。 

こちらは朝霞第一

中学校○○です。 

ただ今○階○室 

より出火、生徒に避

難指示をしました。

消防車の出動をお

願いします。 

住所は朝霞市大字

膝折２－３１ 

です。 

初期消火 

Ⅱ 朝霞第一中学校火災対応マニュアル 
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学校長の判断により以下のような措置をとる場合が

あります。その場合は、連絡網・くまさんメールで 

お知らせします。 

○教師の誘導による集団下校 

○全校避難（避難先 青葉台公園） 

○保護者への引き渡し 

臨時休業  登校 

○家庭の判断で

登校を見合わ

せることも可 

○給食は市の判

断で実施 

○午後まで授業 

 

学校内待機 

（連絡網・くまさんメー

ルで通知） 

状況により判断 授業

打ち切りで下校 また

は学校内待機（連絡網・

くまさんメールで通知） 

 

発令継続中 発令解除 避難勧告等発令 避難準備情報発令 

午前１０時 時点 登校後 

朝霞市より水害の危険に伴う「避難勧告」「避難
指示」が発令された場合の対応マニュアル 

午前７時 時点 

（午前 7時時点で「発令中」の時、原則として学校からは連絡しません） 

「避難勧告」「避難指示」発令中 「避難勧告」「避難指示」発令なし 

午前１０時まで登校見合わせ 

（学校からは連絡はしません） 

通常通り登校 

（家庭の判断で見合わせも可） 

Ⅲ 朝霞第一中学校水害対応マニュアル 


